
農産第１１２５号  

 

企画提案実施公告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定による随意契約の方法

により契約を締結するため、次のとおり企画提案を募集する。 

  

 令和８年３月１９日 

 

                                           岡山県知事 伊原木 隆太 

 

 

１ 趣  旨 

農業の収益力向上を図り、産地を維持発展させていくためには、消費者や実需者のニ

ーズを踏まえた農産物を生産し、消費者に届ける仕組みづくりが重要になっている。 

そのためには、マーケティング戦略の策定と実行を効率かつ効果的に進めるため、流

通や販売のエキスパート人材と連携を図ることが求められる。そこで、株式会社エムデ

ィプロビジョンを相手とする随意契約手続きを行う予定としているが、株式会社エムデ

ィプロビジョン以外の者で下記３の資格要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有

無を確認するとともに、契約の相手方を選定する目的で、参加意思のある者からの提案

書等の提出を招請するものである。 

確認の結果、下記３の資格要件を満たすと認められる者がいない場合は株式会社エム

ディプロビジョンと随意契約手続に移行する。 

なお、下記３の資格要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、株式会社エ

ムディプロビジョンと当該応募者の提出する提案書等について審査を行い、契約相手方

を選定する予定である。 

 

２ 企画提案概要 

（１）業 務 名  産地デジタルマーケティング実装化事業エキスパート派遣業務 

（２）業務内容   別紙「仕様書」のとおり 

（３）契約期間    令和８年４月１日から令和９年３月１２日まで 

 

３ 企画提案に参加できる者の資格 

    企画提案に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当  

する者でないこと。 

（２）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告示第３  

３２号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 



（３）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこ 

と。 

（４）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でない  

こと。 

（５）会社更正法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ  

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。 

（６）令和８年４月１日時点で「岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿」に

次の分類で登載されていること。 

大分類「４調査・研究」の小分類１調査・研究（社会経済分野） 

（７）過去３年以内に、都道府県における農産物のマーケティングアドバイザー委託業務

の実績を有すること。 

 

４ 契約条項を示す場所 

  岡山県農林水産部農産課 

  〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

  電 話（０８６）２２６－７４２１ 

  ＦＡＸ（０８６）２２４－１２７８ 

 

５ 企画提案参加手続等 

（１）仕様書等の配付期間及び場所 

  ①配付期間  令和８年３月１９日（木）から令和８年３月２６日（木） 

          （閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

  ②配付場所  上記４の場所に同じ  

         なお、岡山県農産課ホームページからダウンロードできる。 

 

（２）参加資格確認申請書（様式第１号）の提出期間、場所及び方法 

この業務委託に参加を希望する者は、参加資格確認申請書を下記のとおり提出しな

ければならない。 

① 提出期間  令和８年３月１９日（木）から令和８年３月２６日（木）  

          （閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 提出場所  上記４の場所に同じ 

③ 提出方法  持参又は郵便等（書留郵便、特定記録郵便その他これに準じる方法に 

     よるものに限る。） 

 

 

 



（３）参加資格要件の審査 

参加資格確認申請書が提出された場合、審査を行い、審査の結果、応募要件を満た

すと認められる者に対しては書面により通知する。 

また、不適合と認められる者に対しては、その旨を書面により通知する。この通知

を受けた者は、この企画提案に参加することができない。 

   

（４）仕様等に対する質問の受付 

  ①受付期間  令和８年３月１９日（木）から令和８年３月２６日（木）               

        （閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

  ②方    法  「仕様書に対する質問・回答書」（様式第３号）によりＦＡＸで行う

こと（電話での問い合わせは対応しない。） 

  ③宛    先  農林水産部農産課 

         ＦＡＸ（０８６）２２４－１２７８ 

  ④そ の 他    企画提案書提出後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議

を申し立てることはできない。 

 

６ 企画提案書の提出 

企画提案参加者は、仕様書により作成した書類を次のとおり提出しなければならない。

また、別紙作成要領に留意の上、企画提案書を作成すること。 

（１）提出期限   令和８年３月２７日（金） 午後５時必着 

（２）提出場所    上記４の場所に同じ 

（３）提出書類  企画提案書 １部（様式第４号） 

（４）提出方法  持参又は郵便等（書留郵便、特定記録郵便その他これに準じる方法         

によるものに限る。） 

 

７ 企画提案書の審査 

 (１) 審査方法 

岡山県農林水産部内に設置する審査会において、企画提案書等の内容を別に定める

審査基準により審査し、契約の相手方を選定する。 

（２）企画提案の説明 

企画提案参加者は上記６により提出した書類について、審査会において３０分以内

で説明を行わなければならない。 

（３）審査日 

   令和８年３月３０日（月）（場所等、詳細は、企画提案参加者に別途連絡する。） 

 (４) 審査結果の通知 

    審査後、速やかに書面により通知する。 

 

 



８ 契約限度額 

   ３,４４５,２００円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

９ その他 

（１）委託候補者の決定後、契約書により契約を締結する。 

（２）契約保証金は、岡山県財務規則（昭和６１年岡山県規則第８号）第 153条、第 154条

及び第 155条の規定による。 

（３）契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければなら   

ない。この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので   

留意すること。 

（４）業務の詳細は、別添仕様書による。 

（５）応募及び審査に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

（６）提出された書類は返却しない。 

（７）令和８年２月定例県議会において当該事業の予算が議決されることを契約締結等の

条件とする。 

 


